
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

岡

山

県

労

働

委

員

会

あ

っ

せ

ん

員

候

補

者

労

働

委

員

会

【

正

誤

】

担

当

課

（

室

）

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

の

正

誤

総

務

学

事

課

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

生

活

衛

生

課

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

室

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

産

業

企

画

課

○

滞

納

に

係

る

県

営

住

宅

の

家

賃

及

び

駐

車

場

使

住

宅

課

用

料

の

収

納

事

務

の

委

託

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

【

労

働

委

員

会

】

岡

山

県

公

報

令和２年５月２６日 第１２１９６号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
九
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部
９
の
項
中

を

と
し
、
１
か
ら
９
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

11

健
康
被
害
に
係
る
情
報
の
届
出
の
受
理
及
び
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告

保
健
所
長

○

１

（

）

第
８
条

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部

の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
五
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

中
「

1
3

1
0

」
を
「

1
3

1
1

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、

第
条
第

号
第

条
第

号

16

38

43

31

37

30

30

35

29

34

19

多
数
の
動
物
の
飼
養
者
等

動
物
の
飼
養
等
に
起
因
し
た
騒
音
等
に
よ
つ
て
周
辺
の
生
活
環
境
が
損
な
わ
れ
る
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
者
等

等
第

か
ら

ま
で
を
五
ず
つ
繰
り
下
げ

同
項

中

を

に

、

「

」

「

」

、「

（

28

18

2
5

」
を
「

25

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

条
第

条
第
２
項

第
３
項

第
４
項

（

，
，

18

22

22

動
物
の
飼
養
等
に
起
因
し
た
騒
音
等
に
よ
つ
て
周
辺
の
生
活
環
境
が
損
な

動
物
愛
護

2
3

○

わ
れ
る
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検

セ
ン
タ
ー

査
第

条
第
５
項

所
長

（

2
5

）

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部

の
項

中
「

2
4

」
を
「

2
4

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
条
の
４

第
条
の
４
第
１
項

16

17

17

20

20

動
物
の
飼
養
等
に
起
因
し
た
騒
音
等
に
よ
つ
て
周
辺
の
生
活
環
境
が
損
な

動
物
愛
護

2
1

○

わ
れ
る
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言

第
条
第

セ
ン
タ

（

2
5

ー

１
項

所
長

）

令和２年５月２６日　岡山県公報　第１２１９６号



及
び

公
表
及
び

第
条
の
４

第
条
の
４
第
１
項

第
条
の
４

第
条
の
４
第

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部

の
項

中
「

」
を
「

」
に

「

2
4

」
を
「

2
4

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

2
4

」
を
「

2
4

、

16

16

，

16

19

15

」

、

、

、

「

」

「

」

、

、

、

。

１
項

第
条
の
２

第
条
の
２
の
２

に
改
め

同

を
同
項

と
し

同
項
中

を

と
し

同
項

中

2
4

を

2
4

に
改
め

同

を
同
項

と
し

同
項
中

を

と
し

同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

15

18

14

17

13

13

16

12

13

13

第
一
種
動
物
取
扱
業
者
で
あ
つ
た
者
に
対
す
る
勧
告
及
び
命
令

第
条

動
物
愛
護

1
4

（

2
4

○

の
２
第
１
項

第
２
項

セ
ン
タ

）

，
ー

所
長

第
一
種
動
物
取
扱
業
者
で
あ
つ
た
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検

動
物
愛
護

1
5

○

査
第

条
の
２
第
３
項

セ
ン
タ

（

2
4

）

ー

所
長

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部

の
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

2
2

」
を
「

2
2

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中
９

及
び

公
表
及
び

第
条
の
６
第
３
項

第
条
の
６

16

11

，

11

12

10

10

11

を
削
り
、
８
を
９
と
し
、
同
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

動
物
取
扱
責
任
者
研
修
の
実
施
の
委
託

第
条
第
４
項

動
物
愛
護

1
0

（

2
2

）

○

セ
ン
タ
ー

所
長

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部

の
項
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

16

８
動
物
販
売
業
者
等
の
動
物
の
種
類
ご
と
の
数
等
の
届
出
の
受
理

第
条

動
物
愛
護

（

2
1

○

の
５
第
２
項

セ
ン
タ

）

ー

所
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和２年５月２６日　岡山県公報　第１２１９６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

吉
備
高
原
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

こ
ぶ
し
苑

２

所
在
地

岡
山
県
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
七
五
三
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
も
も
た
ろ
う
会

２

所
在
地

岡
山
県
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
七
五
三
一

三

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日

令
和
二
年
五
月
十
八
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
九
○
○
○
七
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

令和２年５月２６日　岡山県公報　第１２１９６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

お
ざ
き
薬
局
笹
沖
店
店

倉
敷
市
笹
沖
一
六
三

一
四

令
和
二
年
五
月
一
日

－

医
療
法
人
健
奉
会

谷
向
内
科

総
社
市
井
手
一
二
〇
八

二

令
和
二
年
五
月
一
日

－

令和２年５月２６日　岡山県公報　第１２１９６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

虹
の
薬
局
ち
ど
り
店

倉
敷
市
水
島
西
千
鳥
町
三

二
一
ノ
バ
シ
テ
ィ

令
和
二
年
五
月
一
日

－

第
一
ビ
ル
一
階

お
か
や
ま
薬
局
総
社
店

総
社
市
岡
谷
一
二
一

一
四

令
和
二
年
五
月
一
日

－

金
光
薬
局
邑
久
店

瀬
戸
内
市
邑
久
町
北
島
四
九
四

一

令
和
二
年
五
月
一
日

－

く
る
み
薬
局

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
二
一
二

一
一

令
和
二
年
五
月
一
日

－

令和２年５月２６日　岡山県公報　第１２１９６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

久
米
薬
局

津
山
市
宮
尾
二
五
三

五

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

－

の
ぞ
み
薬
局
く
せ
店

真
庭
市
久
世
字
東
町
二
八
二
三

二

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

－

美
作
薬
局
城
西
店

津
山
市
大
手
町
八

三

令
和
二
年
四
月
三
十
日

－

株
式
会
社
総
社
薬
局

総
社
市
総
社
二

二
二

三
七

令
和
二
年
五
月
一
日

－
－

令和２年５月２６日　岡山県公報　第１２１９６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

（

）

。

、

身
体
障
害
者
福
祉
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
令
和
二
年
五
月
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た

ま
た

同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

大

上

康

広

心
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
・
直
腸
、
小
腸

国
立
病
院
機
構
南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
〇
六
六

二

指
定
を
辞
退
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

佐

能

昭

肢
体
不
自
由

赤
磐
医
師
会
病
院

赤
磐
市
下
市
一
八
七

一

－

下

村

泰

之

肝
臓

財
団
法
人
慈
風
会
津
山
中
央
病
院

津
山
市
川
崎
一
七
五
六

中

谷

亨

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
ぼ
う
こ
う
・
直
腸

医
療
法
人
吉
備
会
中
谷
外
科
病
院

玉
野
市
田
井
三

一

二
〇

－
－

小
腸
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
（
計

量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）令

和
二
年
五
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

備
前
市

備
前
市
役
所
吉
永
総
合
支
所

令
和
二
年

一
〇:

三
〇
～

七
月

一
日

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

日
生
市
民
会
館

〃

二
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

三
日

一
〇:
三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:
〇
〇

リ
フ
レ
セ
ン
タ
ー
び
ぜ
ん

〃

六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

伊
里
公
民
館

〃

七
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

三
石
公
民
館

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

リ
フ
レ
セ
ン
タ
ー
び
ぜ
ん

〃

八
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

九
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

総
社
市

総
社
市
役
所
昭
和
公
民
館

〃

十
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

総
社
市
役
所
北
出
張
所

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

総
社
市
役
所
西
庁
舎
南
側

〃

十
三
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～
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一
五:

〇
〇

〃

〃

十
四
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
五
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

総
社
市
西
公
民
館

〃

十
六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

総
社
市
東
公
民
館

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

総
社
市
清
音
福
祉
セ
ン
タ
ー

〃

十
七
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

総
社
市
山
手
公
民
館

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

委
託
し
た
事
務
の
内
容

岡
山
県
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
九
号
）
に
基
づ
く
県
営
住
宅
に
係
る
家
賃

及
び
駐
車
場
の
使
用
料
の
う
ち
、
県
営
住
宅
を
退
去
し
た
者
及
び
そ
の
保
証
人
又
は
連
帯
保
証
人
に

よ
る
滞
納
に
係
る
も
の
の
収
納
の
事
務

二

委
託
し
た
収
入
の
種
類

滞
納
に
係
る
県
営
住
宅
の
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用
料

三

委
託
を
受
け
た
者
の
所
在
地
及
び
名
称

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
六
番
二
○
号

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社

四

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
六
番
二
○
号
芝
浦
前
川
ビ
ル
五
階

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社
本
社

五

委
託
の
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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〔
二
一
二
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
二
年
五
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
れ
る
や

三

代
表
者
の
氏
名

野
宮

節
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
栗
坂
一
一
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
の
あ
る
方
等
に
対
し
て
、
権
利
擁
護
等
に
関
す
る
事
業
（
障
害
の
あ
る
方

）

、

が
尊
厳
を
も
っ
て
そ
の
人
ら
し
く
生
き
る
こ
と
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
組
み
づ
く
り

を
行
う
こ
と
で

障
が
い
の
あ
る
方
が
地
域
社
会
で
安
心
し
て
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
と
と
も

に
、
関
係
専
門
職
と
の
連
携
を
密
に
し
、
地
域
の
協
力
を
得
な
が
ら
障
が
い
の
あ
る
方
等
に
関
係
す

る
方
々
の
資
質
の
向
上
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

役
員
に
関
す
る
事
項
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〔
二
一
三
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た

旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

赤
磐
市

公
共
測
量
（
数
値
図
化
）

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日
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◎
岡
山
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
岡
山
県

労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

岡
山
県
労
働
委
員
会

会

長

鷹

取

司

岡
山
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
名
簿

区
分

氏
名

職
業

又
は
前
職

委
嘱
の
日
付

（

）

鷹
取

司
弁
護
士

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

公

西
田

和
弘

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

〃

益
弁
護
士

妻
鹿

安
希
子

〃
岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
准
教
授

委

濵
田

陽
子

岡
山
大
学
法
学
部
准
教
授

〃
労

員

福
島

航
特
定
社
会
保
険
労
務
士

〃

働

労
阪

口
林

連
合
岡
山
副
事
務
局
長

〃

委
働

金
澤

稔
連
合
岡
山
会
長

〃

員
者

楢
本

博
美

連
合
岡
山
副
事
務
局
長

〃

日
本
郵
政
グ
ル
－
プ
労
働
組
合
岡
山
連
絡

委
大

森
智

子
令
和
２
年
２
月

日
1
3

会
協
議
会
事
務
局
長

員
林

康
宏

運
輸
労
連
岡
山
県
連
合
会
執
行
委
員
長

令
和
２
年
５
月

日
1
4

委
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使
小

野
敏

行
岡
山
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

員
用

梶
原

康
彦

梶
原
乳
業
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

〃

者
横

山
圭

介
横
山
石
油
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

〃

委
石

田
敦

志
株
式
会
社
イ
シ
ダ
代
表
取
締
役

〃

株
式
会
社
フ
ジ
ワ
ラ
テ
ク
ノ
ア
－
ト

員
藤

原
恵

子
〃

代
表
取
締
役
社
長

事
脇

本
靖

岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
成

年
４
月

日
3
1

1
1

務局
岡

﨑
雅

彦
岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

〃

職員
新

堂
俊

文
岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
総
括
参
事

平
成

年
４
月

日
3
0

1
2
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〔
一
六
〕
令
和
二
年
四
月
二
十
四
日
付
け
公
布
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
二
号
（
政
治
団
体
の
代
表
者

等
の
異
動
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

二
・
終
わ
り
か

国

利

博

国

利

博

ら
二
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